
 

令和５年度 固定資産税についてのお知らせ 
 

日ごろから村税につきまして格別のご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。 

このたび、令和５年度の固定資産税の納税通知書等をお送りいたします。 

納税通知書等には、課税標準額、税率、年税額、納期、各納期における納付額、納付できる場所のほか、納期 

限までに税金を納付しなかった場合の措置や、納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等（南箕輪村固 

定資産審査委員会への審査の申出、南箕輪村長への審査請求）が記載されています。 

記載内容を十分にご確認のうえ、大切に保管（5 年間）をしていただき、各納期限内の納付にご協力ください 

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 納期と納付方法  

第1期 令和５年４月１日 ～ 令和５年５月１日 口座振替日 令和５年５月１日 

第２期 令和５年７月１日 ～ 令和５年７月 31 日 口座振替日 令和５年７月 31 日 

第３期 令和５年 11 月１日 ～ 令和５年 11 月 30 日 口座振替日 令和５年11月30 日 

第４期 令和５年２月１日 ～ 令和６年２月 29 日 口座振替日 令和６年２月 29 日 

 

●納期の到来していない税金をまとめて前納することもできます。 

●口座振替で前納を希望される場合は、事前にご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■口座振替によるお支払いについて、ご理解ご協力をお願いいたします。 

口座振替を希望される場合は、別紙「口座振替依頼書」へご記入の上、南箕輪村役場 財務課(税務係)または取扱の金融機関へ提出

してください。なお、直近の納期分については口座振替登録が間に合わないため、納付書で納付をしてください。 

（４月中に提出いただいた場合、第２期分から口座振替となります。） 

（裏面へつづく） 

 

 

＜口座振替＞ 

●納税通知書の中段右に記載されている金融機関口座より、各納期限日に振替させていただきます。 

●振替口座の変更を希望される場合は、お早めにご連絡ください。 

●振替口座は納税義務者毎に登録をします。相続人が新しい納税義務者となり、相続前と同様に口座振替 

を希望される場合は、改めて口座振替登録の手続きが必要です。 

＜現金納付・モバイル送金・決済サービス＞ 

●期毎の納付書(４枚）を同封しています。 

●納付書「納入済通知書○公 」は、役場の他、金融機関、コンビニエンスストア、モバイル送金・決済サー 

ビスにおいて納付ができます。 

●納付可能なコンビニエンスストア、モバイル送金・決済サービスは納付書の裏面に記載されています。 

また、次の場合は納付できませんのでご注意ください。 

・納期限から 20 日を経過している     ・納付書に記載されている金額が 30 万円を超えている 

・納付書にバーコードが印字されていない  ・破損・印刷不良等によりバーコードが読み取れない 

・金額を訂正したもの           ・現金以外での納付（モバイル送金・決済サービスを除く） 

●「納入済通知書○公 」は、記載されている指定納付場所以外での納付に使用する場合、手数料が必要と 

なります。 

  ●長野県及び新潟県以外にお住まいの方は、同封の「払込取扱票公」により、全国のゆうちょ銀行・郵便局 

   で納付をすることができます。 



 

■次のような場合には、必ず南箕輪村役場財務課まで連絡をお願いします。 

・村外に居住していて住所を変更した、またはお亡くなりになられた場合 

・相続、売買などで未登記家屋の所有者を変更した、または所有者の住所を変更した場合 

・土地の課税地目や家屋の種類・用途が現況と異なっている場合 

・家屋を取り壊した場合  ※滅失登記をされたときは連絡不要です  

・未登記の車庫や物置などを建築した場合   

・住宅以外の家屋を住宅にするなど、用途(使い方)を変更した場合 

・農地以外の土地、家屋や車庫の屋根へ、太陽光発電設備を設置した場合  

・相続、贈与等により所有者(納税義務者)が変更になった場合  ※移転登記されたときは連絡不要です 

 

 

 税額の算定について  

① 固定資産を評価し、その価格（評価額）を決定します。 

 ⇒令和５年度は前回評価替え(令和３年度)からの第３年度のため、原則として令和３年度(基準年度)の価格を 

そのまま据え置きます。 

  ただし、新たに課税対象となった土地又は家屋、土地の地目変更等によって基準年度の価格によることが適当 

でない土地又は家屋については、新たに評価を行い価格決定します。 

また、土地の価格については、基準年度から地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価 

格の修正を行います。 

②決定した価格を基に、課税標準額を算定します。原則として、決定された価格が課税標準額となりますが、 

住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地についての税負担の調整措置が適用される 

場合、課税標準額は価格よりも低く算定されます。 

   ③課税標準額×税率 1.4％が税額となります。ただし、課税標準額が免税点未満の場合は課税されません。 

 

 

 

 

 

 

 

   縦覧・閲覧等について  

 固定資産税の納税者が、他の固定資産の評価額との比較を通じて、自分の固定資産の評価額が適正かどうかを判断 

できるようにするため、期間内に限り、納税者は市町村長が作成した縦覧帳簿を自由に見ること（縦覧）ができます。 

■縦覧期間は 4 月 1 日から第 1 期納期限までの、土、日、祝日を除いた開庁時間内（8:30～17:15）です。 

■縦覧できるのは、固定資産税の納税者本人（課税通知書が発行されている方）です。固定資産を所有されてい 

ない方、納税者以外の家族の方、非課税の固定資産税のみを所有されている方、免税点未満の固定資産のみを 

所有されている方、借地・借家人等は、固定資産税の納税者ではないため、縦覧することはできません。 

■縦覧の際は、運転免許証など顔写真付きの官公署が発行した身分証明書、印鑑を持参してください。 

■代理人が縦覧する場合は納税者の委任状が必要です。 

■相続人が縦覧する場合は、相続人であることが確認できる書類（戸籍謄本の写しなど）が必要です。 

■縦覧帳簿には、所有者は記載されていません。土地価格等縦覧帳簿は所在、地番、地目、地積、価格(評価額)が、 

家屋価格等縦覧帳簿は所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格(評価額)が記載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お問い合わせ先…  南箕輪村役場 財務課 税務係  電話：0265-72-2321(直通)  0265-72-2104(代表)  

【固定資産課税台帳（名寄帳）の閲覧】 

納税者自身に関する固定資産課税台帳の閲覧については通年行なわれていますが、この縦覧期間中に限り 

閲覧手数料が無料となります。 

ただし、コピーは 1 枚 10 円のコピー料、証明付の名寄帳交付申請は 1 件 300 円の証明料をいただきます。 

※閲覧の際は、マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの官公署が発行した身分証明書、印鑑、委任

状（代理人等が閲覧する場合）戸籍謄本の写し（縦覧者が相続人の場合）をお持ちください。 

※借地・借家人等の方が閲覧される際は、所有者名、借地・借家人名、該当地番、賃貸料の記載された借地・

借家関係が確認できる契約書等の書類をお持ちください。 

【固定資産税の免税点】 

市町村内の区域内に同一の名義人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の

合計が、次の金額に満たない場合には免税点未満となり、固定資産税は課税されません。 

   ■土地･･･30 万円    ■家屋･･･20 万円    ■償却資産･･･150 万円 
 



お問い合わせ先…  長野地方法務局 伊那支局  電話：0265-78-3462  FAX：0265-78-3463 

長野県司法書士会 常設電話無料相談 電話：026-232-6110（平日 12 時～15 時） 

 空き家に対する固定資産税について  
 

 空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)により、適正な維持・管理がされず、防災、衛生、景観等の問題で周

辺地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている危険な空き家等は、『特定空き家等』と指定され、南箕輪村長から

所有者に対して、適正な維持管理、撤去や修繕、問題改善などについて助言・指導が行なわれます。しかし、その後も

問題が改善されないときは、改善のために必要な措置をとることを南箕輪村長から『勧告』されます。空き家も住宅用

地特例が適用されるため、税額が減額されていましたが、空家法に関連して固定資産税に関する地方税法が改正され、 

『勧告』がされた特定空き家等については住宅とみなされなくなるため、『勧告』がされた特定空き家等に係わる敷地 

は、住宅用地特例の適用対象から除外され、結果として税額が大きく上がることになります。 

※ 空き家をお持ちの方は、放置せず、適正な維持管理をお願いします。 

 

 お問い合わせ先…  南箕輪村役場 地域づくり推進課 地域振興係 電話：0265-98-6640 (直通)   

 

 

 相続登記について  
 

●相続登記とは 

土地や家屋などの不動産の登記名義人の方が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を法務局(登記所)で相続人 

の方に変更する手続きです。 

 

●納税義務の継承について 

納税義務者が亡くなって相続が生じた場合、相続が確定するまでの間、被相続人の財産（不動産や動産等）以外に、 

債権債務についても、民法の規定により相続人全員が相続対象とされます。税金の納税義務及び滞納金についても同 

様に相続されるため、未相続の固定資産についても相続人全員が納税の義務を負い、相続人全員が滞納処分（差押え 

等）の対象となります。 

 

●相続放棄について 

  相続を放棄する場合は、相続の開始（被相続人が亡くなった）及びこれにより法律上相続人となった事実を知った 

ときから３ヶ月以内に、被相続人の死亡時住所地を管轄する家庭裁判所へ申出する必要があります。 

 

 

 

 

 

●相続登記の重要性 

亡くなられた方に未納税金や滞納金があるのに、相続登記(相続放棄)をしないままでいると、相続人の対象となる 

方全員が滞納処分(差押え等)の対象となってしまいます。 

   また、相続登記されていない家屋が危険な状態の空き家で、特定空き家等と指定された場合、市町村から相続人対 

象者全員へ、その空き家に発生している問題改善のための「助言」「指導」、必要な措置をとることの「勧告」「命令」 

がされます。「命令」に従わず、必要な措置を履行しない、履行が十分でない、履行しても期限までに完了しないと 

きは、『行政代執行』がされ、行政が代わって問題の解決（撤去や清掃など）を行い、その費用は所有者である相続 

人全員に納付を命じられてしまいます。 

例えば、相続人対象となる方が遠方にいて、本人には相続するつもりはなくても、相続放棄をしていなければ、法 

律上は相続人の一人とみなされてしまい、その方にも税の滞納処分や空き家撤去費用の請求などが及んでしまいます。 

本人は相続した、または相続していないつもりでも、行政上の手続きを行なわなければ法律上は無効となってしま 

います。 

 

令和６年４月１日より相続登記の申請が義務化されますので、長い期間を空けることなく手続きを行うことをおすすめします。 

同封のチラシをご覧いただき、法務局及び相続・登記の専門家への相談をご検討ください。 

 

相続放棄をされた方には、納税義務は継承されません。ただし、相続放棄の有無を確認する必要があるため、

家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」の写し等を役場へ提出してください。 

 



固定資産税 よくある質問 

Ｑ  土地・建物の固定資産税は、誰に課税されるのですか？ 

Ａ 毎年 1 月 1 日(賦課期日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対して、その年の 4月から始まる年度分

について課税されます。令和５年度固定資産税は、令和５年 1月 1 日が賦課期日です。 

 ●年内に数回、所有権の移転登記があっても、賦課期日現在の登記上の所有者へ課税されます。 

●共有名義の固定資産の場合は、共有者全員が連帯して納付する連帯納付義務を負うことになります。この場合、 

納税通知書は代表者(登記簿の筆頭者)へ送付させていただきますので、共有名義人への連絡をお願いします。 

 

Ｑ 年の途中で土地の売買をして、年明けに所有権移転登記を済ませた場合は、誰に課税されますか？ 

Ａ 年内に土地売買契約を締結していても、賦課期日(毎年 1月 1 日)現在の登記簿の所有者は売主のままなので、所有

者として登記されている売主へ課税されます。 

 

Ｑ 年の途中に家屋や倉庫を取り壊した場合も課税対象となりますか？ 

Ａ 年の途中に取り壊された場合でも、賦課期日には存在していたことから、その年度内は課税対象のままです。 

●登記家屋の場合は、法務局へ滅失登記の手続きをしてください。 

●未登記家屋を取り壊した場合は、現況確認が必要になるので、必ず役場へ届出（連絡）をしてください。 

届出がないと、確認ができずに次年度以降も引き続き課税されることになります。 

 

Ｑ 住宅を取り壊したのに固定資産税が高くなったのですが？ 

Ａ 一定要件を満たす住宅の敷地に使われる土地は、「住宅用地特例」が適用されて減額されます。しかし、住宅を取

り壊した場合や、住宅以外（店舗など）にすると、住宅のための用地ではなくなり、この特例の適用から外れるた

め、土地の税額が上がります。 

 

Ｑ 数年前に住宅を新築しましたが、今年から税額が上がりました。なぜですか？ 

Ａ 新築住宅で一定の要件を満たす場合は、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から 3 年度分（長期優良

住宅は 5年度分）に限り、床面積の 120 ㎡分までの税額が 2分の 1 に減額されます。税額が上がったのは、今年度

から減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。 

 

Ｑ 地面の上やコンクリートブロックに置いただけの簡易的な物置は、固定資産として課税されますか？ 

Ａ 固定資産税の対象建物は、「屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その

目的とする用途に供しうる状態にあるもの」です。基礎コンクリートなどで土地に定着されている物置は固定資産

税の建物となりますが、置いただけの物置は土地への定着性がないため、課税対象にはなりません（周囲に壁がな

いカーポートについても同様です）。ただし、事業用の場合は償却資産の対象となります。 

 

Ｑ 10kW 以上の太陽光発電パネルを屋根や土地へ設置して売電する場合は、固定資産として課税されますか？ 

Ａ 売電事業用資産（余剰売電・全量売電）のため、固定資産税の「償却資産」となります。宅地以外の土地に設置し

た場合も、課税地目を雑種地に変更します。いずれの場合も、必ず税務係までご連絡ください。 

   ●家屋対象外の物置や車庫（カーポートなど）の屋根に設置してある場合も、規模により償却資産となります。 

●家屋の屋根自体が太陽光パネルの場合は、家屋の屋根建材としてすでに評価・課税されていますので、償却資 

産としては課税されません。(ただし、所得税申告の対象となりますので、必ず確定申告をしてください。） 

   

Ｑ 固定資産を所有しているのに、納税通知書が届きませんが？ 

Ａ 同一の名義人が所有する固定資産の課税標準額が一定の額以下の場合は、免税となり課税されませんので、納税通

知書は送付していません。また、非課税の固定資産のみを所有されている場合も同様です。なお、共有固定資産の

場合は、登記簿の筆頭者へのみ送付しています。 

   ●所有する固定資産の内容を確認したい場合は、財務課窓口で「名寄帳」の交付申請(300 円)をしてください。 

   ●電話でのお問い合わせ、ご本人以外の方からのお問い合わせには回答できませんので、ご承知おきください。 

 

Ｑ 所有者が亡くなりました。固定資産税に関する手続きはどうすればよいですか？ 

Ａ 所有者が亡くなられた後、相続登記が済むまでの間、固定資産税については相続人全員が連帯して納税義務者とな

ります。そのため、相続人を代表して納税通知書を受領する｢相続人代表者｣を決めて届出をしていただきます。 

法務局で相続登記の手続きを行なった場合は、登記が優先されて翌年度から新しい所有者に課税されます。 

   

Ｑ 納税通知書を紛失してしまいましたが、再発行できますか？ 

Ａ 納税通知書の再発行はできません。納税通知書は、納税通知書の名宛人に｢固定資産税の確定｣と｢納付を請求｣する

ものであり、納税通知書の送達を受けた方は、南箕輪村長より賦課処分されたという法的効果が発生します。既に

納税通知書が送達されており、さらに再発行すると 2回賦課処分を行なうことになりますので、ご理解ください。 

   ●税額を確認したい場合は、本人確認ができる書類や代理人委任状等を用意の上、役場までご相談ください。 

 


